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障害者関係施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について（依頼） 

 

平素は、本市の福祉行政の推進にご尽力いただき、厚くお礼申し上げます。 

本日（令和 2 年 4 月 3 日）、新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針-第５弾-

を発表しました。 

つきましては、貴事業所におかれましても、利用者及び職員の健康管理に十分注視いただき、感

染拡大防止対策の徹底等に引き続き取り組むとともに、本市方針の趣旨にご理解・ご協力をお願い

します。     

 

記 

１．通所系サービスの利用について 

全国的にも社会福祉施設等においてクラスター（患者集団）が発生しており、市内でも発生した

事例があります。今後、障害者関係施設等において患者が発生した場合、国の通知に基づき、障害

者への感染拡大を防止するためサービスの休業を要請することも考えられます。万一、障害者関係

施設等においてクラスターが発生した場合に、感染経路の早期確定、遮断が重要であると考えてい

ます。 

このため、「神戸市の対応方針-第５弾-」では、複数の通所系サービスを現在利用されている方に

ついては、生活に大きな支障がないように十分配慮しつつ、出来るだけ１か所の利用とするよう、

本日（令和 2年 4月３日）市長より呼びかけを行ったところです。 

 なお、今回の依頼に対する留意事項（Q＆A）を添付しますので、参考にご対応ください。さらに

詳細な Q＆Aは、近日中に神戸市のホームページにおいてお示しする予定です。 

 

２．感染拡大防止対策について 

感染拡大防止対策については、何度も通知しておりますが、改めて国通知の内容を確認いただき、

全ての職員に周知をお願いします。 

集団感染の共通点は、特に「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、「間近で会話や発

声をする密接場面」とされていることから、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集

団で集まることを避けてください。 

すでに実施されていると思いますが、職員については、引き続き各自出勤前に体温を計測し、発

熱や呼吸症状が認められる場合には、出勤を行わないことを徹底してください。 

 

 

 



＜神戸市方針 第 5弾 （一部抜粋）＞ 

 ４．社会福祉施設等の利用 

全国的に社会福祉施設等において規模の大きいクラスターが発生しており、提言においても

「福祉施設での通所サービスなどの一時利用を制限（中止）する」等の対応が求められてい

る。 

万一、これらの施設でクラスターが発生した場合でも、他の施設に新たなクラスターを生

み出すことなく、また、サービスの休止を招くことがないよう、複数の通所系サービスを利

用されている高齢者、障害者に対し、できる限り利用先を１か所に限るよう呼びかけを行

う。社会福祉施設等に対しても、同様の要請を行うほか、さらなる感染防止のための方策の

徹底を依頼する。 

  https://www.city.kobe.lg.jp/a57337/kenko/health/corona_taiouhoshin5dan.html 

 

＜関連文書等＞ 

 神戸市ホームページ 

○感染拡大防止・集団発生防止について 

  ・「障害者支援施設における感染拡大防止と発生時の対応について」 

（令和 2年 3月 30日付厚生労働省事務連絡） 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/32731/20200401_1taiou1.pdf 

  ○その他厚生労働省からの通知文 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/jiritsushien/r020319_corona_hp2.html 

○新型コロナウイルスについて 

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html 

 

厚生労働省ホームページ 

○雇用調整助成金について（新型コロナウイルスの影響を踏まえた対応） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

経済産業省ホームページ 

○セーフティネット保証５号について（新型コロナウイルスに係る中小企業者対策） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html 

              問合せ先：福祉局障害者支援課 

（児童を除く）自立支援給付・医療係 

                   TEL：322-6352 FAX：322-6066 

            （児童関係）  自立支援係（相談支援・虐待対策担当） 

                   TEL：322-6332 FAX：322-6065 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/32731/20200401_1taiou1.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

